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(2) 申請届出ステータスについて  

各申請・届出情報の状況を表す申請届出ステータスがあります。この申請届出ステータスに

より介護事業所で行える作業が異なります。申請届出ステータスの一覧は以下の通りです。 

No. 申請届出ステータス 申請届出ステータスの説明 

1 一時保存 介護事業所が申請・届出情報の提出前で「一時保存」をした

状態 

「再開」ボタンより申請・届出情報の再入力が可能 

2 申請(届出)済、未受付 介護事業所が申請・届出情報を提出した状態 

介護事業所側で提出の「取下げ」をすることが可能 

3 取下げ済 介護事業所が「取下げ」した状態 

「再開」ボタンより申請・届出情報の再入力が可能 

※「取下げ」を行った場合、その旨をお知らせするメールが

事業所及び届出先の指定権者に届く（次ページ参照） 

※取下げを行った場合、履歴が表示される 

4 受付中 指定権者が申請・届出情報を受付開始した状態 

申請・届出情報の所有権が指定権者になり、介護事業所は申

請・届出情報の「取下げ」が不可能となる 

5 受付済 指定権者が申請・届出情報を「受付済」にした状態 

提出された申請・届出情報について問題がないと判断され、

一連の処理が終えた状態である 

6 差戻し 指定権者が申請・届出情報を「差戻し」にした状態 

提出された申請・届出情報の内容に不備等があり、介護事業

所へ再提出を促した状態で、介護事業所が「再申請」を行う

ことが可能 

※再申請を行った場合、履歴が表示される 

7 却下 指定権者が申請・届出情報を「却下」した状態 

提出された申請・届出情報について提出を受け付けなかった

状態で、介護事業所は「再申請」が不可能である 

 

! 本システムにログインする際に使用した G ビズ ID アカウントの種類によって、申請届出

データの編集・参照範囲が異なります。詳細は「電子申請届出システムの利用にあたっ

ての G ビズ ID の運用について」に記載しておりますので、本システムの『ヘルプ』画面

よりご確認ください。 

! 同じ法人番号で複数の G ビズ ID を作成して運用している場合、届出を作成した ID 以外

の ID では、一時保存した申請の編集や差戻された申請の再申請はできません。 

! 事業所が申請・届出情報を「提出」または「取下げ」を行った場合、および指定権者が

「受付済」にした場合に、お知らせメールが送付されます（P93）。 
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(3) ステータスとボタンの活性・非活性について  

①  「一時保存」ステータス 

申請・届出情報の提出前で「一時保存」の状態となります。「一時保存」ステータスの場合

は、「再開」ボタンが活性で表示され、「取下げ」ボタンは非活性で表示されます。「再

開」ボタンをクリックすることで申請・届出入力の再開が行えます。 

 

! 作成時と同一の G ビズ ID アカウントのみ編集が可能です 

②  「申請(届出)済、未受付」ステータス 

介護事業所の申請(届出)済で指定権者の受付待ちの状態となります。「申請(届出)済、未受

付」ステータスの場合は「再開」ボタンが非活性で表示され、「取下げ」ボタンが活性で表

示されます。「取下げ」ボタンをクリックすることで、申請・届出が取下げられ、申請・届

出情報の内容を修正することができます。 

 

! 作成時と同一の G ビズ ID アカウントのみ取下げが可能です 

③  「取下げ済」ステータス 

介護事業所で「取下げ」ボタンをクリックした「取下げ済」の状態となります。「取下げ

済」ステータスの場合は「再開」ボタンが活性で表示され、「取下げ」ボタンが非活性で表

示されます。「再開」ボタンをクリックすることで、『申請・届出先の選択』画面に遷移

し、申請・届出情報の内容を修正することができます。「取下げ済」の再開を行った申請届

出には「履歴」ボタンが表示されます。「履歴」ボタンをクリックすると同じ申請届出番号

の過去の申請・届出が表示されます。 

 

! 作成時と同一の G ビズ ID アカウントのみ再開が可能です 
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④  「受付中」ステータス 

指定権者が受付をした状態で、受付結果の入力待ちの状態となります。「受付中」ステータ

スの場合は「再開」ボタン及び「取下げ」ボタンが非活性で表示されます。「受付中」の間

に介護事業所で行えるのは、「申請届出詳細」ボタンでの内容確認のみとなります。 

 

⑤  「差戻し」ステータス 

申請・届出情報を指定権者が確認した結果、内容に不備やファイル添付漏れなどがあり、再

申請が必要と判断された状態となります。「差戻し」ステータスの場合は「再申請」ボタン

が活性で表示され、「取下げ」ボタンが非活性で表示されます。再申請を行う場合は、「再

申請」ボタンをクリックして、『申請・届出先の選択』画面に遷移し作業を行います。再申

請を行った申請届出には「履歴」ボタンが表示されます。「履歴」ボタンをクリックすると

同じ申請届出番号の過去の申請・届出が表示されます。 

 

! 作成時と同一の G ビズ ID アカウントのみ編集が可能です 

⑥  「受付済」ステータス 

申請・届出を行った申請・届出情報を指定権者が確認した結果、申請届出内容が問題ないと

判断された状態となります。「再開」ボタン及び「取下げ」ボタンが非活性で表示されま

す。 

 

⑦  「却下」ステータス 

申請・届出を指定権者が確認した結果、却下と判断された状態となります。「再開」ボタン

及び「取下げ」ボタンが非活性で表示されます。 

 

! 「却下」となった申請・届出情報は再申請することはできません。 
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⑧  「履歴」がある場合 

介護事業所が「差戻し」または「取下げ」された申請・届出情報の再申請、再開を行った場

合、「履歴」ボタンが表示されます。 

 

「履歴」ボタンをクリックすると過去の申請・届出が表示されます。 

 

 

(4) 一括変更届出情報の表示について  

一括変更届出情報は、「申請届出ステータス」が「一時保存」の場合のみ表示できます。ま

た、一括変更届出情報は複数の事業所を選択するため、「申請届出先」、「事業所名」、

「申請届出サービス」、「申請届出完了日」が「-」と表示されます。 

! 一括変更届出情報は「申請届出先」、「事業所名」、「申請届出サービス」、「申請届

出完了日」で検索を行うことができません。 

 

一括変更届出情報は届出を行った場合に「変更届出」として扱われるため、「届出先情報」

に該当する事業所分（最大 300 件）の変更届出情報として表示されます。 

  

過去の申請・届出が表示され

ます 
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(5) 通知メールについて  

本システムでは、「事業所が各種申請・届出情報の提出をした時」「指定権者が受付結果を

登録した時」「事業所が申請・届出を取下げした時」にメールでお知らせする機能がござい

ます。 

①  通知メールの送付先 

通知メールの送付先は、右上「ユーザ情報」の「利用者メールアドレス」に登録したメール

アドレスとなります。 

送付先を変更する場合は、「利用者メールアドレス」を修正し、「変更」ボタンをクリック

します。 

 

「変更した内容で登録しますか？」と確認が表示されますので、問題がなければ「OK」をク

リックします。 

「OK」をクリックすると、「登録が完了しました。」のポップアップが表示されますので

「OK」をクリックします。 

次回のお知らせメールから送付先が変更されます。  
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②  提出時の通知メール 

事業所が各種申請・届出情報を提出した場合に「申請・届出データ受付のご連絡」を送付し

ます。 

通知メールのサンプルは以下となります。お使いのメールソフトによって表示は異なりま

す。 

 

! 送信元メールアドレスは送信専用のため、返信いただいてもお問合せにはお答えできま

せん。お問い合わせの際は、申請届出先の指定権者へ直接ご連絡ください。 

! 指定権者が受付を開始した際のお知らせメールは送付されません。 

受付状況は、電子申請・届出システムにログインし、「申請届出状況確認画面」から

「申請届出ステータス」で確認します。ステータスについての詳細は P88 をご確認くだ

さい。  
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③  受付結果登録時の通知メール 

指定権者が受付結果を登録した場合に「申請・届出データ受付結果のご確認」を送付しま

す。 

通知メールのサンプルは以下となります。お使いのメールソフトによって表示は異なりま

す。 

 

! 送信元メールアドレスは送信専用のため、返信いただいてもお問合せにはお答えできま

せん。お問い合わせの際は、申請届出先の指定権者へ直接ご連絡ください。  

受付結果の内容によりメッセージが異な

ります。「差戻し」、「却下」のコメン

トは、電子申請・届出システムからご確

認ください。 
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④  取下げ時の通知メール 

事業所が取下げを行った場合に「申請・届出データ取下げのご連絡」を送付します。 

通知メールのサンプルは以下となります。お使いのメールソフトによって表示は異なりま

す。 

 

! 申請届出先の指定権者にも「取下げ」を通知するメールが送付されます。  


